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福井県告示第２９５号
　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定に基づき、福井県
物価高騰対策支援金（保育所・幼稚園・福祉施設等）交付事業を委託したので、同法第２
４３の２第２項の規定により、次のとおり告示する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　指定公金事務取扱者の名称および住所
　　株式会社エイチ・アイ・エス法人営業本部　北陸法人営業チーム
　　石川県金沢市堀川新町２－１井門金沢ビル３階
２　指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る支出
　　物価高騰対策業務にかかる保育所・幼稚園・福祉施設等への支援金の支払い
３　地方自治法第２４３の２第１項の規定による指定をした日
　　令和８年２月３日
４　指定公金事務取扱者に委託した日
　　令和８年２月４日

　
福井県告示第２９６号
　農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知を
受けましたので、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同
法第３０条の規定により告示する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
　 　坂井市丸岡町女形谷６５字北ケ谷１から４まで、６６字モクロシ谷１から８まで、１
３から２１まで、２２の１、２２の２・２３から２５まで・２７（以上５筆について次
の図に示す部分に限る）、２８、２９（次の図に示す部分に限る）
２　保安林として指定された目的
　　水源の涵養
３　変更後の指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。
　　　丸岡町女形谷６５字北ケ谷１、２、６６字モクロシ谷１、７、１８、２０
　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
　　ウ 　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木が所在する市町に係る市町

村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度ならびに植栽の方法・期間および樹種
　　　次のとおりとする。
　（「次の図」および「次のとおり」は、省略し、その図面および関係書類を福井県庁お
よび坂井市役所に備え置いて縦覧に供する。）

　
福井県告示第２９７号
　農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知を
受けましたので、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同
法第３０条の規定により告示する。
　　令和8年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
　 　大野市下秋生２４字南猴尾山１の１、２の１、２の２、５の１、７の１、８の１、９
の１、９の２、２６字荷込山１の１、１の２、２の１、２の２、３の１、３の２、４の
１、４の２、５の１、５の２、６の１、６の２、７の１、１３の１、１４の１、１５の
１、１６の１、１７の１、１８の１、５７の１、５７の２、２８字向山１の１、１の２
、２の１、２の２、３の１、３の２、４の１、５の１、３０字赤岩須山８の１、１０の
１、１１の１、１１の２、１２の１、１２の２、１３の１、１３の２、１６の１、１７
の１、２１の１、３２字桃ケ平山８の１、９の１、９の２、１０の１、１０の２、１１
の１、１１の７、１２の１、１２の２、１２の４、１３の１、１４の１、３４字大原山
１の１、１の２、１の８（国有林）、２の１、２の２、２の８（国有林）、３、４、５
の１、８の１、８の２、３６字細ブチ山１の１、１の２、２の１、２の２、３の１、３
の２、４の１、４の２、５の１、５の２、６の１、６の２、７の１、７の２、８の１、
８の２、９の１、９の２、１０の１、１０の２、１１、１２の１、１２の２、１３の１
、１３の２、１４の１、３９字中高山７の１、７の２・７の３（以上２筆国有林）、４
０字西ケ野山１の１、２の１、２の３から２の６まで（以上４筆国有林）、３の１、３
の２・３の５（以上２筆国有林）

２　保安林として指定された目的
　　水源の涵養
３　変更後の指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　主伐に係る伐採種を定めない。
　　イ 　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木が所在する市町に係る市町

村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

告 　 示
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　⑵　立木の伐採の限度
　　　次のとおりとする。
　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類類を福井県庁および大野市役所に備え置い
て縦覧に供する。）

　
福井県告示第２９８号
　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定に基づき、次の土地改
良区の定款変更を認可したので、同条第３項の規定により告示する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
土地改良区の名称 認可年月日
日野土地改良区 令和８年５月８日

　
福井県告示第２９９号
　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定に基づき、次の土地改
良区の定款変更を認可したので、同条第３項の規定により告示する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
土地改良区の名称 認可年月日
武生鞍谷土地改良区 令和８年５月８日

　
福井県告示第３００号
　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定に基づき、次の土地改
良区の定款変更を認可したので、同条第３項の規定により告示する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
土地改良区の名称 認可年月日
龍ケ淵土地改良区 令和８年５月１４日

　
福井県告示第３０１号
　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定に基づき、次の土地改
良区の定款変更を認可したので、同条第３項の規定により告示する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
土地改良区の名称 認可年月日
江ノ西土地改良区 令和８年５月８日

　

福井県告示第３０２号
　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定に基づき、次の土地改
良区の定款変更を認可したので、同条第３項の規定により告示する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
土地改良区の名称 認可年月日
武生広瀬土地改良区 令和８年５月８日

　
福井県告示第３０３号
　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定に基づき、次の土地改
良区の定款変更を認可したので、同条第３項の規定により告示する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
土地改良区の名称 認可年月日
武生西部土地改良区 令和８年５月１４日

　
福井県告示第３０４号
　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定に基づき、次の土地改
良区の定款変更を認可したので、同条第３項の規定により告示する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人

土地改良区の名称 認可年月日
武生王子保南部土地改良区 令和８年５月８日

　
福井県告示第３０５号
　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定に基づき、次の土地改
良区の定款変更を認可したので、同条第３項の規定により告示する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
土地改良区の名称 認可年月日

武生味真野土地改良区 令和８年５月１４日
　

福井県告示第３０６号
　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定に基づき、次の土地改
良区の定款変更を認可したので、同条第３項の規定により告示する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
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土地改良区の名称 認可年月日
南条土地改良区 令和８年５月１４日

　
福井県告示第３０７号
　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定に基づき、次の土地改
良区の定款変更を認可したので、同条第３項の規定により告示する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
土地改良区の名称 認可年月日
福井朝日土地改良区 令和８年５月１４日

　
福井県告示第３０８号
　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定に基づき、次の土地改
良区の定款変更を認可したので、同条第３項の規定により告示する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
土地改良区の名称 認可年月日
福井宮崎土地改良区 令和８年５月８日

　
福井県告示第３０９号
　福井城坤櫓等復元整備工事の請負契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格に
ついては、建設工事の請負契約等に係る競争入札の参加者の資格等（平成１０年福井県告
示第７４９号）の規定は適用せず、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６
７条の５第１項の規定に基づき、別にこの工事の請負契約に係る一般競争入札に参加する
者に必要な資格を定めたので、同条第２項の規定により、その基本となるべき事項および
当該資格の審査の申請の時期、方法等を次のとおり公示する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　工事名
　　　福井城坤櫓等復元整備工事
　⑵　工事場所
　　　福井市大手３丁目　地係
　⑶　工事概要
　　 　坤櫓　木造　３階建て　延べ面積　２７９．８㎡、土塀　木造　全長１０６．２ｍ
の新築工事　一式

２ 　この工事の請負契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格（以下「特定建設

工事入札参加資格」という。）の審査を申請することができる者
　 　特定建設工事入札参加資格の審査を申請することができる者は、次の条件をすべて満
たす共同企業体とする。

　⑴ 　この工事を共同して請け負うことを目的として、福井県内に主たる営業所（建設業
法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）第３条第１項の営業所のうち
、同項の許可に係る営業所をいう。以下同じ。）を有する３の建設業者（法第２条第
３項に規定する建設業者をいう。以下同じ。）により結成された共同企業体であるこ
と。

　⑵　共同企業体の構成員は、次に掲げる要件のすべてを満たしていること。
　　ア 　特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書（以下「申請書」という。）を

提出する時点において、福井県の競争入札参加資格について建築一式工事Ａ等級の
資格を有すると決定されている者であること（会社更生法（平成１４年法律第１５
４号）の規定に基づき更生手続開始の申立てが行われている者または民事再生法（
平成１１年法律第２２５号）の規定に基づき再生手続開始の申立てが行われている
者については、更生手続開始または再生手続開始の決定後に、別に定める手続に基
づく競争入札参加資格の再認定を受けていること。）。

　　イ 　申請書を提出する時点において、法第３条第１項の許可を有しての営業年数（継
続した営業年数とし、許可の失効（法第３条第３項）または許可の取消し（法第２
９条）があった場合はそれ以前の営業年数は通算しない。以下同じ。）が３年以上
あること。

　　ウ 　この工事の請負契約に係る一般競争入札に参加しようとする他の共同企業体の構
成員でないこと。

　　エ　共同企業体への出資の比率がいずれも２０パーセント以上であること。
　　オ 　申請書を提出する時点において、福井県工事等契約に係る指名停止等の措置要領

（以下「措置要領」という。）に基づく指名停止または指名除外期間中でないこと
。

　　カ 　申請書を提出する時点において、建設業退職金共済制度、中小企業退職金共済制
度もしくは特定退職金共済制度のいずれかに加入していること。または退職一時金
制度を有している者であること。

　　キ 　申請書を提出する時点において、会社更生法の規定に基づき更生手続開始の申立
てが行われている者または民事再生法の規定に基づき再生手続開始の申立てが行わ
れている者であって、２⑵アの再認定を受けていない者その他経営不振に陥ったと
明らかに認められる等この入札に参加するのにふさわしくないと認められる者でな
いこと。

　　ク 　法第２６条第１項に規定する主任技術者または同条第２項および第５項に規定す
る監理技術者（監理技術者資格証（裏面で講習受講を確認できない場合は、これに
加えて監理技術者講習修了証）を有する者であること。）であって、この工事に関
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する入札公告において定める要件を満たしている者をこの工事の現場に専任で配置
することができること。

　⑶ 　共同企業体の代表者にあっては次に掲げるアおよびイの要件を、代表者以外の構成
員にあっては次に掲げるイの要件を満たしている者であること。

　　ア 　共同企業体への出資の比率が構成員中最大かつ他の構成員の出資比率を上回るこ
と。

　　イ　この工事に関する入札公告において定める工事実績を有する者であること。
３　特定建設工事入札参加資格の審査の申請手続
　 　特定建設工事入札参加資格の審査を受けようとする者は、次に掲げるところにより申
請すること。
　⑴　提出書類
　　ア　申請書
　　イ　経営規模等総括表
　　ウ 　共同企業体のすべての構成員の経営規模等評価結果通知書および総合評定値通知

書（経営事項審査の結果についての法第２７条の２７および第２７条の２９第１項
の規定による通知に係る文書をいう。）の写し（令和７・８年度の福井県建設工事
等競争入札参加資格審査（再審査を含む。）において用いたものに限る。）

　　エ　共同企業体協定書
　　オ　工事経歴書
　　カ　技術職員名簿
　⑵　申請書等（３⑴に掲げる提出書類をいう。以下同じ。）の交付期間等
　　ア　交付期間
　　　 　令和８年５月２６日（火）から同年６月１０日（水）まで（福井県の休日を定め

る条例（平成元年福井県条例第２号）第１条に規定する県の休日を除く。）の午前
９時から午後４時まで

　　イ　交付場所
　　　　福井県福井市大手３丁目１７番１号
　　　　福井県土木部公共建築課
　⑶　申請書等の提出期間等
　　ア　提出期間
　　　　申請書等の交付期間と同じとする。
　　イ　提出場所
　　　　申請書等の交付場所と同じとする。
　　ウ　提出方法
　　　　郵送または持参もしくは電子情報処理組織を使用し提出するものとする。
　　エ　提出部数
　　　　１部

４　特定建設工事入札参加資格の有無および格付けの決定
　 　特定建設工事入札参加資格の審査の申請をした者の特定建設工事入札参加資格の有無
については、３⑴に掲げる提出書類を審査した上で決定し、その格付けについては３⑴
ウに掲げる書類に基づき、３⑴イに掲げる書類により審査の上、決定するものとする。

　 　なお、特定建設工事入札参加資格の有無および格付けを受けた者であっても、申請書
を提出した後開札までに、共同企業体の構成員のいずれかが措置要領に基づく指名停止
または指名除外の措置を受けた場合その他経営不振に陥ったと明らかに認められる等こ
の入札に参加するのにふさわしくないと認められる場合には、特定建設工事入札参加資
格および格付けの決定を取り消すことがある。

５　特定建設工事入札参加資格の有効期間
　 　特定建設工事入札参加資格の有無および格付けの決定は、この工事の請負契約に係る
一般競争入札についてのみ有効とし、この工事を落札した共同企業体の入札参加資格お
よび格付けにあってはこの工事が完了し、当該共同企業体の清算が完了した日に、その
他の共同企業体にあってはこの工事の請負契約が締結された日に、その効力を失うもの
とする。

６　その他
　　特定建設工事入札参加資格の審査についての照会先
　　福井県土木部土木管理課建設産業・人材支援室
　　電話番号　０７７６－２０－０４７０

　
福井県告示第３１０号
　住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成１９年法律第１１
２号）第５９条第１項の規定により住宅確保要配慮者居住支援法人を指定したので、同法
第６０条第３項の規定により次のとおり公示する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　住宅確保要配慮者居住支援法人の名称および住所
　　三玄環境株式会社
　　福井県福井市大宮６丁目１７－３５
２　支援業務の種別
　　 ・住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第６２条第５号に基
づく業務（残置物処理等）

　　 ・住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第６２条第６号に基
づく業務（上記業務に附帯する業務）

公 告
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　　福井県情報公開条例（平成１２年福井県条例第４号）第３４条の規定により、令和７年
度の公文書の公開の実施状況を次のとおり公表する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
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　令和７年度の個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の運用状況を次
のとおり公表する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
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　政府調達に関する協定の適用を受ける調達契約に係る一般競争入札の落札者を決定した
ので、特定調達契約に係る福井県財務規則の特例に関する規則（平成７年福井県規則第８
２号。以下「規則」という。）第１３条第１項の規定により、次のとおり公示する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　落札に係る特定役務の名称および数量
　　福井県防災情報ネットワーク施設保守点検業務　一式
２　契約に関する事務を担当する部局の名称および所在地
　　福井県防災安全部危機管理課
　　福井県福井市大手３丁目１７番１号
３　落札者を決定した日
　　令和８年３月２５日
４　落札者の名称および住所
　　株式会社東芝北陸支社福井支店
　　福井県福井市中央３丁目３番２１号
５　落札金額
　　１２２，１００，０００円
６　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
７　規則第４条の規定による公告を行った日
　　令和８年２月１０日

　
　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による大規模小
売店舗の変更の届出があったので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定
により公告する。
　なお、大規模小売店舗を設置する者がその周辺の生活環境の保持のため配慮すべき事項
について意見を有する者は、同法第８条第２項の規定により、この公告の日から４月以内
に、福井県に対し意見書の提出によりこれを述べることができる。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　大規模小売店舗の名称および所在地
　⑴　ＳＵＰＥＲ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮＴ－２　上中店
　　　三方上中郡若狭町脇袋１１号下黒切１２番地１　外１８筆
　　　三方上中郡若狭町上吉田５号白川作２６番地１　外６筆
　⑵　ＳＵＰＥＲ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮＴ－２　坂井店
　　　坂井市坂井町下新庄１５号１１番地１　外３２筆
２　大規模小売店舗を設置する者の名称および住所ならびに法人にあっては代表者の氏名

　　株式会社ＰＬＡＮＴ
　　代表取締役　三ツ田　泰二
　　福井県坂井市坂井町下新庄１５号８番地の１
３　変更した事項
　　大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名
　　（変更前）
　　　株式会社ＰＬＡＮＴ
　　　代表取締役　三ツ田　佳史
　　　福井県坂井市坂井町下新庄１５号８番地の１
　　（変更後）
　　　株式会社ＰＬＡＮＴ
　　　代表取締役　三ツ田　泰二
　　　福井県坂井市坂井町下新庄１５号８番地の１
　　大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者の氏名
　　（変更前）
　　　株式会社ＰＬＡＮＴ
　　　代表取締役　三ツ田　佳史
　　　福井県坂井市坂井町下新庄１５号８番地の１
　　（変更後）
　　　株式会社ＰＬＡＮＴ
　　　代表取締役　三ツ田　泰二
　　　福井県坂井市坂井町下新庄１５号８番地の１
４　変更の年月日
　　令和７年９月２１日
５　変更した理由
　 　大規模小売店舗を設置する者および大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者
が交代したため。

６　届出のあった日
　　令和８年４月２８日
７　届出の縦覧場所
　⑴・⑵
　　　福井県福井市大手３丁目１７番１号
　　　福井県産業労働部商業・市場開拓課
　⑴　三方上中郡若狭町中央第１号１番地
　　　若狭町観光まちづくり課
　⑵　坂井市坂井町下新庄１番地１
　　　坂井市産業政策部商工労政課
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８　届出の縦覧期間および縦覧できる時間帯
　⑴　縦覧期間
　　　公告の日から４月間
　⑵　縦覧できる時間帯
　　 　午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし土曜日、日曜日、祝休日、年末、
年始を除く。）

９　意見書の提出先
　　福井県福井市大手３丁目１７番１号
　　福井県産業労働部商業・市場開拓課

　
　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による大規模小
売店舗の変更の届出があったので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定
により公告する。
　なお、大規模小売店舗を設置する者がその周辺の生活環境の保持のため配慮すべき事項
について意見を有する者は、同法第８条第２項の規定により、この公告の日から４月以内
に、福井県に対し意見書の提出によりこれを述べることができる。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　大規模小売店舗の名称および所在地
　　ＳＵＰＥＲ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮＴ－３　清水店
　　ＪＡ越前丹生農産物直売所　丹生膳野菜
　　福井市三留町２１号４番地
　　福井市風巻町２７番地２
２　大規模小売店舗を設置する者の名称および住所ならびに法人にあっては代表者の氏名
　①　株式会社ＰＬＡＮＴ
　　　代表取締役　三ツ田　泰二
　　　福井県坂井市坂井町下新庄１５号８番地の１
　②　福井県農業協同組合
　　　代表理事組合長　齊藤　雅幸
　　　福井市大手３丁目２番１８号
　③　高縄　信隆
　　　福井市中野３丁目５０８
３　変更した事項
　　大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名
　　（変更前）
　　①株式会社ＰＬＡＮＴ
　　　代表取締役　三ツ田　佳史

　　　福井県坂井市坂井町下新庄１５号８番地の１
　　②福井県農業協同組合
　　　代表理事組合長　冨田　勇一
　　　福井県福井市大手３丁目２番１８号
　　③高縄　信隆
　　　福井県福井市中野３丁目５０８
　　（変更後）
　　①株式会社ＰＬＡＮＴ
　　　代表取締役　三ツ田　泰二
　　　福井県坂井市坂井町下新庄１５号８番地の１
　　②福井県農業協同組合　
　　　代表理事組合長　齊藤　雅幸
　　　福井県福井市大手３丁目２番１８号
　　③高縄　信隆
　　　福井県福井市中野３丁目５０８
　　大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者の氏名
　　（変更前）
　　①株式会社ＰＬＡＮＴ
　　　代表取締役　三ツ田　佳史
　　　福井県坂井市坂井町下新庄１５号８番地の１
　　②福井県農業協同組合
　　　代表理事組合長　冨田　勇一
　　　福井県福井市大手３丁目２番１８号
　　③高縄　信隆
　　　福井県福井市中野３丁目５０８
　　（変更後）
　　①株式会社ＰＬＡＮＴ
　　　代表取締役　三ツ田　泰二
　　　福井県坂井市坂井町下新庄１５号８番地の１
　　②福井県農業協同組合
　　　代表理事組合長　齊藤　雅幸
　　　福井県福井市大手３丁目２番１８号
　　③高縄　信隆
　　　福井県福井市中野３丁目５０８
４　変更の年月日
　　株式会社ＰＬＡＮＴの変更：令和７年９月２１日
　　越前丹生農業協同組合の変更：令和５年６月１８日
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５　変更した理由
　 　大規模小売店舗を設置する者および大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者
が交代したため。
６　届出のあった日
　　令和８年４月２８日
７　届出の縦覧場所
　　福井県福井市大手３丁目１７番１号
　　福井県産業労働部商業・市場開拓課
　　福井市宝永２丁目４番１０号
　　宝永分庁舎
　　福井市商工労働部商工労政課
８　届出の縦覧期間および縦覧できる時間帯
　⑴　縦覧期間
　　　公告の日から４月間
　⑵　縦覧できる時間帯
　　 　午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし土曜日、日曜日、祝休日、年末、
年始を除く。）

９　意見書の提出先
　　福井県福井市大手３丁目１７番１号
　　福井県産業労働部商業・市場開拓課　

　
　森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３の規定により通知する次の者につい
ては、その所在が不分明なので、同法第１８９条の規定により、次のとおり公告する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　所在の不分明な者の氏名
　　畑田清治
２　通知の要旨
　⑴ 　農林水産大臣から、保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知があった
こと。

　⑵ 　変更に係る保安林の所在場所および変更後の指定施業要件については、令和８年４
月７日福井県告示第１９５号による。

３　掲示場所
　　福井県庁およびおおい町役場

　
　森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３の規定により通知する次の者につい
ては、その所在が不分明なので、同法第１８９条の規定により、次のとおり公告する。

　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　所在の不分明な者の氏名
　　仲野忠正、下中健蔵、下中達夫、仲野芳子
２　通知の要旨
　 ⑴ 　農林水産大臣から、保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知があった
こと。

　⑵ 　変更に係る保安林の所在場所および変更後の指定施業要件については、令和８年４
月１４日福井県告示第２３３号による。

３　掲示場所
　　福井県庁および小浜市役所

　
　森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３の規定により通知する次の者につい
ては、その所在が不分明なので、同法第１８９条の規定により、次のとおり公告する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　所在の不分明な者の氏名
　　風呂仁左衛門
２　通知の要旨
　⑴ 　農林水産大臣から、保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知があった
こと。

　⑵ 　変更に係る保安林の所在場所および変更後の指定施業要件については、令和８年４
月１４日福井県告示第２３４号による。

３　掲示場所
　　福井県庁およびおおい町役場

　
　龍ケ淵土地改良区から、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１８項の
規定により、次の者が令和８年３月３１日に役員を退任した旨の届出があったので、同条
第１９項の規定により公告する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
役員名　氏　　　名　　住　　　所
理　事　村上　重明　越前市村国３丁目３番地９
　〃　　青山　義純　越前市押田２丁目４番５１号

　
　江ノ西土地改良区から、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１８項の
規定により、次の者が令和８年３月３１日に役員を退任した旨の届出があったので、同条
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第１９項の規定により公告する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
役員名　氏　　　名　　住　　　所
理　事　田邉　雅博　越前市瓜生町第３７号５６番地
監　事　宇野　一幸　越前市瓜生町第４９号６番地
　〃　　村上　重明　越前市村国３丁目３番地９

　
　武生広瀬土地改良区から、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１８項
の規定により、次の者が令和８年３月３１日に役員を退任した旨の届出があったので、同
条第１９項の規定により公告する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
役員名　氏　　　名　　住　　　所
理　事　西出　和男　越前市広瀬町第７１号９番地
　〃　　川上　晴男　越前市広瀬町第１９３号７３番地
　〃　　北川　久雄　越前市広瀬町第７８号４６番地
　〃　　庭本　久則　越前市広瀬町第１２４号３番地
　〃　　岡田　勘一　越前市広瀬町第１５５号１９番地
　〃　　山本　明夫　越前市広瀬町第１３２号１６番地
　〃　　大西　純生　越前市池ノ上町第２９号８番地
　〃　　前田　耕一　越前市池ノ上町第６７号３９番地
　〃　　増田　寿男　越前市池ノ上町第６０号７番地
監　事　梅原　保森　越前市広瀬町第９１号８番地
　〃　　福岡　英夫　越前市広瀬町第１５３号４０番地
　〃　　橋本　茂樹　越前市池ノ上町第５８号６番地
　〃　　高橋　茂則　越前市国兼町第２９号２番地

　
　武生西部土地改良区から、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１８項
の規定により、次の者が令和８年３月３１日に役員を退任した旨の届出があったので、同
条第１９項の規定により公告する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
役員名　氏　　　名　　住　　　所
理　事　吉田　輝幸　越前市片屋町第１３号４２番地
　〃　　藤田　武市　越前市氷坂町第３９号１１番地
　〃　　近藤　正利　越前市余田町第３６号２番地

　〃　　近藤　敏勝　越前市余田町第３５号３２番地
　〃　　山田　　務　越前市大虫町第１５号３番地
　〃　　髙木　明義　越前市大虫本町第４号６番地
　〃　　伊藤　篤司　越前市上四目町第５号１１番地
　〃　　玉木　茂明　越前市丹生郷町第８号１１番地
　〃　　奥山　紀昭　越前市三ツ俣町第６号３番地の２
　〃　　山崎　伸司　越前市横根町第２０号１５番地の１
　〃　　五十嵐敏雄　越前市北山町第２８号２５番地
　〃　　大久保健一　越前市上太田町第２８号１２番地
　〃　　竹内　弘彰　越前市下太田町第１２号１７番地
監　事　上野　利雄　越前市片屋町第１２号４番地総
　〃　　田中　𠀋造　越前市下四目町第１０号１７番地
　〃　　田中周太郎　越前市高森町第１２号８番地
　〃　　岡田　勘一　越前市広瀬町第１５５号１９番地

　
　武生王子保南部土地改良区から、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第
１８項の規定により、次の者が令和８年３月３１日に役員を退任した旨の届出があったの
で、同条第１９項の規定により公告する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
役員名　氏　　　名　　住　　　所
監　事　近藤　敏勝　越前市余田町第３５号３２番地

　
　鯖江下新庄土地改良区から、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１８
項の規定により、次の者が令和８年３月３１日に役員を退任した旨の届出があったので、
同条第１９項の規定により公告する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
役員名　氏　　　名　　住　　　所
理　事　木水　秀徳　鯖江市下新庄町５２号５９番地
　〃　　石本　義幸　鯖江市下新庄町５３号６番地
　〃　　石本　浩治　鯖江市下新庄町５５号１９番地２
　〃　　福岡　秀樹　鯖江市下新庄町５２号７６番地
　〃　　石本　嘉信　鯖江市下新庄町５３号２８番地１
　〃　　内方　忠敏　鯖江市下新庄町６３号３１番地
　〃　　三田村孝一　鯖江市下新庄町１２８号２１番地１
　〃　　齋藤　　晉　鯖江市定次町８号１５番地
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　〃　　斉藤　正之　鯖江市定次町８号３１番地
　〃　　恩地　彦雄　鯖江市定次町８号２番地
監　事　山﨑　喜通　鯖江市下新庄町１２６号６番地１
　〃　　奥田　俊雄　鯖江市五郎丸町１６号２５番地
　〃　　福岡　良二　鯖江市下新庄町１３４号２１番地

　
　鯖江河端土地改良区から、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１８項
の規定により、次の者が令和８年１月６日に役員を退任した旨の届出があったので、同条
第１９項の規定により公告する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
役員名　氏　　　名　　住　　　所
理　事　宮前　浅則　鯖江市下河端町６０号５１番地

　
　鯖江片上土地改良区から、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１８項
の規定により、次の者が令和８年１月２９日に役員を退任した旨の届出があったので、同
条第１９項の規定により公告する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
役員名　氏　　　名　　住　　　所
監　事　西尾　裕和　鯖江市南井町５号４６番地

　
　四ヶ浦小樟土地改良区から、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１８
項の規定により、次の者が令和８年３月３１日に役員を退任した旨の届出があったので、
同条第１９項の規定により公告する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
役員名　氏　　　名　　住　　　所
理　事　南　　直樹　越前町小樟８号３７番地
　〃　　増田　清政　越前町小樟４３号８番地２１
　〃　　鈴木　正寛　越前町小樟５号３５番地
　〃　　畑　　雅樹　越前町小樟８号２０番地
　〃　　山下　竜雄　越前町小樟８号３番地
　〃　　濵野治代子　越前町小樟３号５２番地
　〃　　川上　昭一　越前町小樟６号２０番地
　〃　　中野　良一　越前町小樟３号２０番地
　〃　　山下　義弘　越前町小樟８号３８番地

監　事　川上　一義　越前町小樟３号２０番地４
　〃　　橋谷　一信　越前町小樟３号６５番地

　
　福井織田土地改良区から、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１８項
の規定により、次の者が令和８年３月３１日に役員を退任した旨の届出があったので、同
条第１９項の規定により公告する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
役員名　氏　　　名　　住　　　所
理　事　佐々木邦彦　越前町赤井谷第２７号１８番地
　〃　　渡辺　達也　越前町赤井谷第２１号甲３番地
　〃　　宇野　義信　越前町中第１７号４７番地
　〃　　宇野　栄一　越前町中第２１号２番地
　〃　　宇野與市郎　越前町大王丸第１９号４番地
　〃　　毛利　好宏　越前町大王丸第１７号１１番地
　〃　　河上　佳人　越前町三崎第３５号１６番地
　〃　　北嶋　幸雄　越前町織田第４３号６甲番地
　〃　　駒野　宏治　越前町織田第４７号１４番地
　〃　　山塙　利光　越前町織田第４２号２４番地
　〃　　左近　良一　越前町平等第５３号４番地
　〃　　藤田　和範　越前町平等第３３号１３番地４
監　事　渡辺　孝行　越前町赤井谷第２７号２６番地
　〃　　佐々木茂孝　越前町三崎第２６号４３番地
　〃　　冨田　得夫　越前町織田第８４号５０番地１

　
　龍ケ淵土地改良区から、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１８項の
規定により、次の者が令和８年４月１日に役員に就任した旨の届出があったので、同条第
１９項の規定により公告する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
役員名　氏　　　名　　住　　　所
理　事　堀井　栄一　越前市国高１丁目１３番地９

　
　江ノ西土地改良区から、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１８項の
規定により、次の者が令和８年４月１日に役員に就任した旨の届出があったので、同条第
１９項の規定により公告する。
　　令和８年５月２６日
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　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
役員名　氏　　　名　　住　　　所
理　事　吉田與志明　越前市瓜生町第４６号２２番地
監　事　兵　　治樹　越前市瓜生町第３９号２３番地
　〃　　北畑　孝一　越前市馬上免町第１号６番地の２

　
　武生広瀬土地改良区から、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１８項
の規定により、次の者が令和８年４月１日に役員に就任した旨の届出があったので、同条
第１９項の規定により公告する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
役員名　氏　　　名　　住　　　所
理　事　西出　和男　越前市広瀬町第７１号９番地
　〃　　川上　晴男　越前市広瀬町第１９３号７３番地
　〃　　北川　久雄　越前市広瀬町第７８号４６番地
　〃　　庭本　久則　越前市広瀬町第１２４号３番地
　〃　　岡田　勘一　越前市広瀬町第１５５号１９番地
　〃　　山本　明夫　越前市広瀬町第１３２号１６番地
　〃　　前田　耕一　越前市池ノ上町第６７号３９番地
　〃　　増田　寿男　越前市池ノ上町第６０号７番地
　〃　　橋本　茂樹　越前市池ノ上町第５８号６番地
監　事　梅原　保森　越前市広瀬町第９１号８番地
　〃　　岡崎信一郎　越前市広瀬町第１２３号２２番地
　〃　　渡邊　啓藏　越前市池ノ上町第６５号２３番地
　〃　　高橋　茂則　越前市国兼町第２９号２番地

　
　武生西部土地改良区から、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１８項
の規定により、次の者が令和８年４月１日に役員に就任した旨の届出があったので、同条
第１９項の規定により公告する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
役員名　氏　　　名　　住　　　所
理　事　江指　博幸　越前市片屋町第２０号３５番地
　〃　　吉田　輝幸　越前市片屋町第１３号４２番地
　〃　　永宮　照夫　越前市氷坂町第２６号８番地
　〃　　伊藤　一行　越前市余田町第１１号４５番地
　〃　　永坂　敏実　越前市大虫町第６６号１４番地

　〃　　髙木　明義　越前市大虫本町第４号６番地
　〃　　伊藤　篤司　越前市上四目町第５号１１番地
　〃　　田中　𠀋造　越前市下四目町第１０号１７番地
　〃　　奥山　紀昭　越前市三ツ俣町第６号３番地の２
　〃　　山崎　伸司　越前市横根町第２０号１５番地の１
　〃　　長谷川　進　越前市北山町第３９号７番地
　〃　　大久保健一　越前市上太田町第２８号１２番地
　〃　　竹内　弘彰　越前市下太田町第１２号１７番地
監　事　近藤　正利　越前市余田町第３６号２番地
　〃　　田中周太郎　越前市高森町第１２号８番地
　〃　　玉木　茂明　越前市丹生郷町第８号１１番地
　〃　　北川　久雄　越前市広瀬町第７８号４６番地

　
　武生王子保南部土地改良区から、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第
１８項の規定により、次の者が令和８年４月１日に役員に就任した旨の届出があったので
、同条第１９項の規定により公告する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
役員名　氏　　　名　　住　　　所
監　事　吉田　輝幸　越前市片屋町第１３号４２番地　

　
　鯖江下新庄土地改良区から、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１８
項の規定により、次の者が令和８年４月１日に役員に就任した旨の届出があったので、同
条第１９項の規定により公告する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
役員名　氏　　　名　　住　　　所
理　事　木水　秀徳　鯖江市下新庄町５２号５９番地
　〃　　石本　義幸　鯖江市下新庄町５３号６番地
　〃　　石本　浩治　鯖江市下新庄町５５号１９番地２
　〃　　福岡　秀樹　鯖江市下新庄町５２号７６番地
　〃　　石本　嘉信　鯖江市下新庄町５３号２８番地１
　〃　　内方　忠敏　鯖江市下新庄町６３号３１番地
　〃　　三田村孝一　鯖江市下新庄町１２８号２１番地１
　〃　　齋藤　　晉　鯖江市定次町８号１５番地
　〃　　斉藤　正之　鯖江市定次町８号３１番地
　〃　　恩地　彦雄　鯖江市定次町８号２番地
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監　事　山﨑　喜通　鯖江市下新庄町１２６号６番地１
　〃　　奥田　俊雄　鯖江市五郎丸町１６号２５番地
　〃　　福岡　良二　鯖江市下新庄町１３４号２１番地

　
　鯖江河端土地改良区から、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１８項
の規定により、次の者が令和８年３月５日に役員に就任した旨の届出があったので、同条
第１９項の規定により公告する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
役員名　氏　　　名　　住　　　所
理　事　佐々木一弥　鯖江市下河端町６６号４５番地

　
　鯖江片上土地改良区から、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１８項
の規定により、次の者が令和８年３月１９日に役員に就任した旨の届出があったので、同
条第１９項の規定により公告する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
役員名　氏　　　名　　住　　　所
監　事　山本　敏雄　鯖江市南井町６号２２番地

　
　四ヶ浦小樟土地改良区から、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１８
項の規定により、次の者が令和８年４月１日に役員に就任した旨の届出があったので、同
条第１９項の規定により公告する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
役員名　氏　　　名　　住　　　所
理　事　山下　義弘　越前町小樟第８号３８番地
　〃　　畑　　雅樹　越前町小樟第８号２０番地
　〃　　中島　マミ　越前町小樟第４３号８番地７
　〃　　南　　直樹　越前町小樟第８号３７番地
　〃　　増田　鉄治　越前町小樟第７号５４番地
　〃　　鈴木　正寛　越前町小樟第５号３５番地
　〃　　山下　竜雄　越前町小樟第８号３番地
　〃　　濵野治代子　越前町小樟３号５２番地
　〃　　川上　昭一　越前町小樟第６号２０番地
　〃　　中野　良一　越前町小樟第３号２０番地
監　事　川上　一義　越前町小樟第３号２０番地４

　〃　　橋谷　一信　越前町小樟第３号６５番地
　

　福井織田土地改良区から、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１８項
の規定により、次の者が令和８年４月１日に役員に就任した旨の届出があったので、同条
第１９項の規定により公告する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
役員名　氏　　　名　　住　　　所
理　事　渡邉　一幸　越前町赤井谷第２７号１７番地
　〃　　渡邉　久能　越前町赤井谷第２２号１番地
　〃　　宇野　栄一　越前町中第２１号２番地
　〃　　水嶋　正人　越前町中第１９号２６番地１
　〃　　宇野與市郎　越前町大王丸第１９号４番地
　〃　　毛利　好宏　越前町大王丸第１７号１１番地
　〃　　佐々木秀樹　越前町三崎第４１号１番地
　〃　　駒野　宏冶　越前町織田第４７号１４番地
　〃　　山塙　隆夫　越前町織田第３９号７番地
　〃　　北嶋　一男　越前町織田第４３号１番地
　〃　　山嵜　　眞　越前町平等第４４号２５番地
　〃　　奥田康一郎　越前町下河原第１２号２６番地
監　事　毛利　康裕　越前町大王丸第２３号７番地
　〃　　冨田　一茂　越前町織田第４３号３０番地
　〃　　冨田　得夫　越前町織田第８４号５０番地１

　
　県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第
１１３条の３第３項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　地区名
　　甑谷地区
２　土地改良事業の名称
　　農業用用排水施設（基幹水利施設ストックマネジメント）事業
３　工事完了年月日
　　令和８年３月４日

　
　県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第
１１３条の３第３項の規定により、次のとおり公告する。
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　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　地区名
　　甑谷地区
２　土地改良事業の名称
　　農業用用排水施設（基幹水利施設ストックマネジメント）事業
３　工事完了年月日
　　令和８年３月４日

　
　測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第１４条第２項の
規定により、令和８年４月２３日に勝山市より公共測量の終了についての通知があったの
で、同法第３９条において準用する同法第１４条第３項の規定により、次のとおり公示す
る。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　測量計画機関の名称
　　勝山市
２　作業の種類
　　公共測量（数値地形図データ作成）
３　作業の期間
　　令和７年１２月２２日から令和８年３月３１日まで
４　作業の地域
　　勝山市一円　

　
　測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、令和８年４月３
０日に国土地理院より基本測量の終了についての通知があったので、同法第１４条第３項
の規定により、次のとおり公示する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　測量計画機関の名称
　　国土地理院
２　作業の種類
　　基本測量（重力測量）
３　作業の期間
　　令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで
４　作業の地域
　　鯖江市

　
　政府調達に関する協定の適用を受ける調達契約に係る一般競争入札を実施するので、特
定調達契約に係る福井県財務規則の特例に関する規則（平成７年福井県規則第８２号）第
４条の規定により、次のとおり公告する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　入札に付する事項
　⑴　調達をする物品（以下「調達物品」という。）の名称および数量
　　　除雪ドーザ（１４ｔ級）1台
　⑵　調達物品の仕様等
　　　入札説明書および仕様書（以下「入札説明書等」という。）による。
　⑶　納入期限
　　　令和８年１１月３０日（月）
　⑷　納入場所

単位：台
事　務　所　名 所　　在　　地 台　数
丹南土木事務所 越前市上太田町４２－１－１ １

合　　　　　計 １
２　入札に参加する者に必要な資格
　 　この入札に参加することができる者は、特定調達契約（政府調達に関する協定の適用
を受ける契約をいう。以下同じ。）に係る競争入札の参加資格（以下「資格」という。
）について別に知事が行う審査により資格の認定を受けた者（この公告の日から開札ま
でに資格の認定を受けた者を含む。）であって、次に掲げる条件をすべて満たすものと
する。

　⑴ 　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者
でないこと。

　⑵　入札の日において現に県の指名停止または指名除外期間中でないこと。
　⑶ 　この入札に併せて行われる技術的審査により、この入札に係る調達物品を納入する
ことができる技術的能力を有すると認められる者であること。

　⑷ 　この入札に係る調達物品の点検、修理、部品供給等について、そのサービスおよび
メンテナンスに係る体制が十分整い、長期間にわたり迅速かつ円滑に対応することが
できると認められる者であること。

　⑸　次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。
　　ア 　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその

支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力
団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）
第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者
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　　イ 　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定す
る暴力団をいう。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与している者

　　ウ 　役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害
を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者

　　エ 　役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与
するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している
者

　　オ　役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
３　電子入札の実施
　 　入札に係る入札参加資格の確認申請および入札書の提出は、契約担当者の使用に係る
電子計算機と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電子通信回線で接続した電
子情報処理組織（以下「電子入札システム」という。）を使用して行う。
　 　なお、やむを得ない事由により電子入札システムを使用して入札参加資格の確認申請
または入札書の提出を行うことができない者は、入札手続に支障がない場合に限り契約
担当者の承認を得て、紙による入札参加資格確認申請書または入札書の提出を行うこと
ができる。
４　入札説明書等の交付に関する事項
　⑴ 　入札説明書等の交付場所、契約条項を示す場所、契約に関する事務を担当する部局
の名称および所在地ならびにこの入札に関する問い合わせ先

　　　〒９１０－８５８０
　　　福井県福井市大手３丁目１７－１
　　　福井県土木部道路保全課
　　　電話　０７７６－２０－０４７７
　⑵ 　入札説明書等の交付は上記場所で行うほか、福井県物品等入札情報サービスシステ
ムで公開する。

５　資格の確認に関する事項
　 　この入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書（電子入札システムによ
る様式。なお、契約担当者の承認を得て紙による申請書または入札書の提出を行う者（
以下「紙入札者」という。）にあっては、入札説明書別紙２）に、必要と認められる書
類を添えて、次のとおり提出し、この入札に係る業務に関し福井県の事前審査を受け、
資格の確認を受けなければならない。
　⑴　入札参加資格確認申請書等の提出期限
　　　令和８年６月１１日（木）１７時まで
　⑵　入札参加資格確認申請書等の提出方法
　　　電子入札システムを使用して送信する。
　　 　なお、入札参加資格確認申請書の情報が、契約担当者が本件入札に使用する電子計
算機に備え付けられたファイルに、提出期間中に記録されたものを有効とする。

　　 　入札参加資格確認申請書の提出に使用するＩＣカードは、電子署名及び認証業務に
関する法律（平成１２年法律第１０２号）に基づき主務大臣の認定を受けた特定認証
業務を行う者が発行したもので、かつ福井県物品等競争入札参加資格者名簿に登録さ
れた代表者の名義で取得し、そのＩＣカード情報を福井県の電子入札システムに利用
者登録したものとする。

　⑶　紙入札者に係る申請書等の提出先および提出方法
　　ア　提出先
　　　　〒９１０－８５８０
　　　　福井県福井市大手３丁目１７－１
　　　　福井県土木部道路保全課
　　　　電話　０７７６－２０－０４７７
　　イ　提出方法
　　　 　持参または郵送すること（郵送する場合は簡易書留郵便とし、期間内必着とする

）。
６ 　電子契約同意書メールアドレス確認書の提出(福井県が利用する電子契約サービスに
よる契約を希望する者に限る。)

　 　福井県が利用する電子契約サービスによる契約を希望する場合は、落札決定後すみや
かに（当日中）、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を以下のメールアドレス
宛て提出すること。

　　様式：
　 　https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/dx-suishin/denshikeiyaku_intro_d/fil/
densikeiyaku-kakuninsyo.docx

　　提出先(e-mail) :
　　dourohoz＠pref.fukui.lg.jp
　　※電子契約サービスに関しては、以下のＵＲＬを参照のこと。
　　https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/dx-suishin/denshikeiyaku_intro.html
７　入札書の提出方法、提出期間および開札日時
　⑴　入札書の提出方法
　　　５⑵または５⑶と同様とする。
　⑵　入札書の提出期間
　　　令和８年７月６日（月）８時３０分から令和８年７月７日（火）１６時００分まで
　　ア　開札日時
　　　　令和８年７月８日（水）
　　　　１３時１５分
　　イ　場所
　　　　福井県福井市大手３丁目１７－１
　　　　福井県庁６階　入札室
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８　入札方法
　 　落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０
に相当する額を加算した金額（加算後の金額に１円未満の端数金額があるときは、その
端数金額を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税およ
び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約
希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
９　落札者の決定方法
　 　この入札に係る調達物品の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とする。
１０　その他
　⑴ 　この入札に係る一連の手続および契約に関する手続において使用する言語ならびに
通貨

　　　日本語および日本国通貨
　⑵　入札保証金および契約保証金
　　 　福井県財務規則（昭和３９年福井県規則第１１号。以下「財務規則」という。）第
１５２条、第１５３条、第１７１条および第１７２条の規定による。

　⑶　入札参加者に要求される事項
　　 入札参加者は、この入札に係る調達物品の仕様書その他必要と認められる書類（以下
「入札仕様書等」という。）を次のとおり提出し、当該調達物品の仕様に関する県の
技術的審査を受けるものとする。

　　 　なお、入札仕様書等の内容について、当該技術的審査に係る事務を担当する部局か
ら説明または確認を求められる場合がある。

　　ア　提出期限
　　　　令和８年６月１１日（木）１７時まで
　　イ　提出方法
　　　　持参または郵送すること。
　　ウ　提出場所
　　　　〒９１０－８５８０
　　　　福井県福井市大手３丁目１７－１
　　　　福井県土木部道路保全課
　⑷　入札の無効
　　　財務規則第１５１条の規定による。
　⑸　契約書作成の要否
　　　要
　⑹　暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置
　　ア 　受注者は、福井県暴力団排除条例（平成２２年福井県条例第３１号）第５条第２

項の規定の趣旨にのっとり、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係

を有する者による不当介入を受けたときは、速やかに所轄の警察署に届出を行うと
ともに、捜査上必要な協力を行うこと。

　　イ　アにより、警察署に届け出たときは、その旨を速やかに発注者に報告すること。
　　　 　なお、上記アの届出を怠ったときは、物品購入等の契約に係る指名停止措置要領

の規定に基づく、指名停止等の措置を講じることがあるので注意すること。
　⑺　２に記載する別に知事が行う審査を申請する時期と場所
　　　申請者の受付時期
　　　 　福井県の休日を定める条例（平成元年福井県条例第２号）第1条第１項各号に掲

げる日を除き、随時申請を受け付ける。
　　　申請書の交付場所および提出場所ならびに申請に関する問い合わせ先
　　　　〒９１０－８５８０
　　　　福井県福井市大手３丁目１７－１
　　　　福井県会計局会計課　総務第三グループ
　　　　電話　０７７６－２０－０２５３
　⑻　その他
　　 　この公告に掲げるもののほか、この入札に関し必要な事項は、入札説明書等による
。

１１　Summary
　⑴　Nature and quantity of the products to be purchased:
　　　Snow removing wheel type dozer
　　　(14t class）1 car
　⑵　Date,Time　of　Bidding:
　　　8:30am, July 6,2026-4:00pm, July 7,2026
　⑶　Period of Contract:
　　　November 30,2026
　⑷　Contact point for the notice:
　　 　Road Maintenance Division,Fukui Prefectural Government’3-17-1,Ote, 
Fukui-City,Fukui-Prefecture,910-8580,Japan

　　　TEL 0776-20-0477
　

　政府調達に関する協定の適用を受ける調達契約に係る一般競争入札を実施するので、特
定調達契約に係る福井県財務規則の特例に関する規則（平成７年福井県規則第８２号）第
４条の規定により、次のとおり公告する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　調達をする特定役務（以下「調達役務」という。）の名称および数量
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　　　（IT）県立学校生徒用タブレット端末購入（教育政策課）
　⑵　業務内容
　　　入札説明書および仕様書（以下「入札説明書等」という。）のとおり。
　⑶　契約期間
　　　契約締結日から令和９年４月１６日まで
２　入札に参加する者に必要な資格に関する事項
　 　この入札に参加することができる者は、特定調達契約（政府調達に関する協定の適用
を受ける調達契約をいう。以下同じ。）に係る競争入札参加資格（以下「資格」という
。）について別に知事が行う審査により認定を受けた者（この公告の日から開札までに
資格の認定を受けた者を含む。）で、次に掲げる条件をすべて満たすものとする。
　⑴ 　地方自治法施行令（昭和２２年政令１６号）第１６７条の４第１項に規定する者で
ないこと。

　⑵　入札の日において現に福井県の指名停止措置を受けている者でないこと。
　⑶ 　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、および
民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされて
いない者であること。

　⑷ 　この入札に併せて行われる事前審査により、この入札に関する業務を実施する技術
的能力を有すると認められる者であること。

　⑸　次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。
　　ア 　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその

支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力
団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）
第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者

　　イ 　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定す
る暴力団をいう。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与している者

　　ウ 　役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害
を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者

　　エ 　役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与
するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している
者

　　オ　役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
３　電子入札の実施
　 　入札に係る入札参加資格の確認申請および入札書の提出は、契約担当者の使用に係る
電子計算機と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電
子情報処理組織（以下「電子入札システム」という。）を使用して行う。
　 　なお、やむを得ない事由により電子入札システムを使用して入札参加資格の確認申請
または入札書の提出を行うことができない者は、入札手続に支障がない場合に限り、契

約担当者の承認を得て、紙による入札参加資格確認申請書等（以下、「申請書等」とい
う。）または入札書の提出を行うことができる。

４　入札説明書等の交付
　⑴ 　入札説明書等の交付場所、契約条項を示す場所およびこの入札に関する問い合わせ
先

　　　〒９１０－８５８０
　　　福井県福井市大手３丁目１７－１
　　　福井県教育庁教育政策課教育ＤＸ推進室
　　　電話　０７７６－２０－０７６６
　⑵ 　入札説明書等の交付は上記場所で行うほか、福井県物品等入札情報サービスシステ
ムで公開する。

５　資格の確認に関する事項
　 　この入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書（電子入札システムによ
る様式。なお、契約担当者の承認を得て、紙による申請書等または入札書の提出を行う
者（以下「紙入札者」という。）にあっては、入札説明書別紙様式1「紙入札承認願」
、別紙様式３「入札参加資格確認申請書」）に、必要と認められる書類を添えて、次の
とおり提出し、この入札に係る業務に関する福井県の事前審査を受け、資格の確認を受
けなければならない。

　⑴　申請書等の提出期間
　　 　令和８年５月２６日（火）から令和８年６月２２日（月）１７時００分まで（土、
日曜日および休日を除く。）

　⑵　申請書等の提出方法
　　　電子入札システムを使用して送信する。
　　 　なお、資料の提出を有効に行うためには、申請書等の情報が、提出期間中に、契約
担当者が本件入札に使用する電子計算機に備え付けられたファイルに記録されなけれ
ばならない。申請書等の提出に使用するＩＣカードは、電子署名及び認証業務に関す
る法律（平成１２年法律第１０２号）に基づき主務大臣の認定を受けた特定認証業務
を行う者が発行したもので、かつ福井県物品等競争入札参加資格者名簿に登録された
代表者の名義で取得し、そのＩＣカード情報を福井県の電子入札システムに利用者登
録したものとする。

　　 　また、 紙入札によりこの入札に参加しようとする者は、提出期間中に持参または
郵送により提出すること。ただし、郵送する場合は、配達記録の残る書留郵便等を利
用すること。

　　　提出先は、４⑴と同様とする。
　⑶　入札参加資格の結果通知
　　 　入札参加資格確認の結果は、入札参加資格確認申請書を提出した者に対し、電子入
札システムを使用して通知する。ただし、紙入札者に対しては、別途書面により通知
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する。
６　入札書の提出方法、提出期間、開札日時および開札場所
　⑴　入札書の提出方法
　　　５⑵と同様とする。
　⑵　入札書の提出期間
　　　令和８年７月１３日（月）８時３０分から１７時００分
　　　令和８年７月１４日（火）８時３０分から１６時００分まで
　⑶　開札日時
　　　令和８年７月１５日（水）１０時００分
　⑷　開札場所
　　　福井県福井市大手３丁目１７－１
　　　福井県庁１１階　１１０２会議室
７　入札書に記載する金額
　 　落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に
相当する額を加算した金額（加算後の金額に１円未満の端数金額があるときは、その端
数金額を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税および
地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希
望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
　 　なお、入札金額は、物品価格のほか輸送費等、指定する場所までの引き渡しに要する
一切の諸費用を含むものとする。
８　落札者の決定に関する事項
　 　この入札に係る調達役務の予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行っ
た者を落札者とする。
９　契約条項を示す場所、契約に関する事務を担当する部局の名称および所在地
　　〒９１０－８５８０
　　福井県福井市大手３丁目１７－１
　　福井県教育庁教育政策課教育ＤＸ推進室
　　電話　０７７６－２０－０７６６
　　FAX　０７７６－２０－０６６８
１０　その他
　⑴ 　この入札に関する一連の手続および契約に関する手続において使用する言語および
通貨

　　　日本語および日本国通貨とする。
　⑵　入札保証金および契約保証金
　　　福井県財務規則（昭和３９福井県規則第１１号）の規定による。
　⑶　入札の無効
　　　福井県財務規則第１５１条の規定による。

　⑷　仮契約書（当該契約書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む）作成の要否
　　　要
　　 　この契約は仮契約であり、議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分
に関する条例（昭和３９年福井県条例第1号）の規定に基づき、福井県議会の議決を
得たときに本契約としての効力を生ずる。

　⑸　暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置
　　ア 　受注者は、福井県暴力団排除条例（平成２２年福井県条例第３１号）第５条第２

項の規定の趣旨にのっとり、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係
を有する者による不当介入を受けたときは、速やかに所轄の警察署に届出を行うと
ともに、捜査上必要な協力を行うこと。

　　イ　アにより、警察署に届け出たときは、その旨を速やかに発注者に報告すること。
　　　 　なお、上記アの届出を怠ったときは、物品購入等の契約に係る指名停止措置要領

の規定に基づく、指名停止等の措置を講じることがあるので、注意すること。
　⑹　２に記載する別に知事が行う審査を申請する時期と場所
　　ア　申請の受付期間
　　　 　福井県の休日を定める条例（平成元年福井県条例第２号）第１条第１項各号に掲

げる日を除き、随時申請を受け付ける。
　　イ　申請書の交付場所および提出場所ならびに申請に関する問い合わせ先
　　　　〒９１０－８５８０
　　　　福井県福井市大手３丁目１７－１
　　　　福井県会計局会計課　総務第三グループ
　　　　電話　０７７６－２０－０２５３
　⑺ 　この公告に掲げるもののほか、この入札に関して必要な事項は、入札説明書等によ
る。

　⑻ 　電子契約同意書兼メールアドレス確認書の提出について(福井県が利用する電子契
約サービスによる契約を希望する者に限る。)

　　 　福井県が利用する電子契約サービスによる契約を希望する場合は、落札決定後すみ
やかに（当日中）、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を以下のメールアド
レス宛て提出すること。

　　　 様式
　　 　https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/dx-suishin/denshikeiyaku_intro_d/fil/
densi-keiyaku-kakuninsyo.docx

　　　提出先（e-mail）
　　　kyousei@pref.fukui.lg.jp
　　　※電子契約サービスに関しては、以下のＵＲＬを参照のこと。
　　　https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/dx-suishin/denshikeiyaku_intro.html
１１　Summary
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　⑴　Nature and quantity of the products to be purchased:
　　　Student tablet devices：3,800 devices
　⑵　Date, time of Bidding:
　　　8:30A.M. 13th July 2026 - 4:00P.M. 14th July 2026
　⑶　Date, time of bid opening:
　　　10:00A.M. 15th July 2026
　⑷　Deadline for delivery:
　　　335 devices  29th January 2027
　　　3,465 devices  31th March 2027
　⑸　Affiliation in charge of contract-related affairs
　　 　Education policy division, Fukui prefectural board of education,3-17-1, Ote, 
Fukui city, Fukui prefecture, 910-8580 Japan.

　　　Tel 0776-20-0766

議 会 告 示
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　令和７年度の福井県議会の保有する個人情報の保護に関する条例（令和４年福井県条例
第３７号）の運用状況を次のとおり公表する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県議会議長　小堀　友廣
　令和７年度福井県議会の保有する個人情報の保護に関する条例の運用状況
１　個人情報の開示請求、訂正請求および利用停止請求の件数　０件
２　個人情報取扱事務登録簿における個人情報取扱事務の件数　２５件

　

議 会 公 告
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人事委員会規則



令和８年５月26日（火） 福 井 県 報 第 402 号24

　
　福井県道路交通法施行細則の一部を改正する規則を公布する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県公安委員会　委員長　春木　麻紀子
福井県公安委員会規則第４号
　福井県道路交通法施行細則の一部を改正する規則
　福井県道路交通法施行細則（昭和４３年福井県公安委員会規則第１号）の一部を次のよ
うに改正する。
　様式第２４号を次のように改める。

公安委員会規則
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　　　附　則
　　（施行期日）
１　この規則は、公布の日から施行する。
　　（経過措置）
２ 　この規則による改正前の福井県道路交通法施行細則に定める様式による用紙は、当分
の間、所要の調整をして使用することができる。

公安委員会告示

 
 

     
 

 
  

    
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

福井県公安委員会告示第５４号
　警備業法（昭和４７年法律第１１７号）第２３条第１項に規定する検定を次のとおり実
施する。
　　令和８年５月２６日
　　　　　　福井県公安委員会　委員長　春木　麻紀子
１　検定の区分、実施日、時間および場所
　⑴　検定の区分、実施日および時間
　　ア　学科試験

検定の区分 実施日 実施時間

施設警備業務１級
令和８年８月２８日（金）

午前９時３０分から
午前１１時まで

施設警備業務２級
午後２時から
午後３時３０分まで

　　イ　実技試験
検定の区分 実施日 実施時間

施設警備業務１級
令和８年１０月８日（木）

午後１時から
午後５時まで

施設警備業務２級
午前８時３０分から
正午まで

　⑵　実施場所
　　ア　学科試験
　　　　福井県福井市宝永３丁目８番１号
　　　　福井県警察本部葵分庁舎１階第１会議室
　　イ　実技試験
　　　　福井県越前市余田町第２号１番地１
　　　　福井県警察本部交通部運転免許課丹南分室
２　定員
　　各２０人
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３　受検資格
　⑴　施設警備業務２級
　　　福井県内に住所を有する者または福井県内の営業所に所属する警備員
　⑵　施設警備業務１級
　　　⑴に掲げる者であって、次のいずれかに該当するもの
　　ア 　施設警備業務２級の検定に係る合格証明書の交付を受けている者であって、当該

合格証明書の交付を受けた後、施設警備業務に従事した期間が１年以上である者
　　イ 　福井県公安委員会が、アに掲げる者と同等以上の知識および能力を有すると認め

る者
４　検定試験の方法および内容
　　学科試験および実技試験により行う。
　　ただし、学科試験に合格しなかった者に対しては、実技試験は行わない。
　⑴　施設警備業務１級
　　ア　学科試験
　　　ア　警備業務に関する基本的な事項
　　　イ　法令に関すること。
　　　ウ　警備業務対象施設における保安に関すること。
　　　エ　施設警備業務の管理に関すること。
　　　オ 　警備業務対象施設の破壊等の事故が発生した場合における応急の措置に関する

こと。
　　イ　実技試験
　　　ア　警備業務対象施設における保安に関すること。
　　　イ　施設警備業務の管理に関すること。
　　　ウ 　警備業務対象施設の破壊等の事故が発生した場合における応急の措置に関する

こと。
　⑵　施設警備業務２級
　　ア　学科試験
　　　ア　警備業務に関する基本的な事項
　　　イ　法令に関すること。
　　　ウ　警備業務対象施設における保安に関すること。
　　　エ 　警備業務対象施設の破壊等の事故が発生した場合における応急の措置に関する

こと。
　　イ　実技試験
　　　ア　警備業務対象施設における保安に関すること。
　　　イ 　警備業務対象施設の破壊等の事故が発生した場合における応急の措置に関する

こと。
５　申請手続等

　⑴　受付期間
　　 　令和８年７月１３日（月）から同年７月２２日（水）までの午前９時から午後０時
までおよび午後１時から午後４時までの間（日曜日、土曜日および国民の祝日に関す
る法律（昭和２３年法律第１７８号）第２条に定める国民の祝日を除く。定員になり
次第受付を終了する。）

　⑵　受付要領
　　 　受検希望者は受付期間内に、下記７の問い合わせ先へ電話で予約を行い、受理番号
を取得した後、検定申請書を提出すること。

　⑶　検定申請書等の提出先
　　 　検定を受けようとする者（以下「検定申請者」という。）の住所地または検定申請
者の属する営業所の所在地を管轄する警察署（福井市及び永平寺町の区域にあっては
、福井県警察本部生活安全許認可センターへ提出）

　　　なお、オンラインによる申請も可とするが、郵送や代理人による申請は認めない。
　⑷　提出書類等
　　ア　検定申請書　１通
　　イ 　写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、縦３センチメ

ートル、横２．４センチメートルの写真で、その裏面に氏名および撮影年月日を記
載したもの）　２葉

　　ウ 　検定申請者の住所地を管轄する警察署に申請する者にあっては、その者の住所地
を疎明する書面　１通

　　エ 　警備員でその者が属する営業所の所在地を管轄する警察署に申請する者にあって
は、その者が当該営業所に属することを疎明する書面　１通

　　オ 　３⑵アに該当する者にあっては、施設警備業務２級の検定に係る合格証明書の写
しおよび当該合格証明書の交付を受けた後、当該業務に従事した期間が１年以上で
あることを疎明する書面　各１通

　　カ　３⑵イに該当する者にあっては、当該疎明書面　１通
　⑸　受検手数料
　　　１６，０００円に相当する手数料を、納入すること。
　　　なお、納付された受検手数料は、返還しない。
６　その他
　⑴　検定受検時の携行品
　　ア　学科試験
　　　・　筆記用具
　　イ　実技試験
　　　・　筆記用具
　　　・　室内用運動靴
　⑵　受検票の交付
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　　　受検票は、学科試験当日の受付時に交付する。
７　検定に関する問合せ先
　　福井県警察本部生活安全部生活安全企画課　警備業係
　　電話０７７６－２２－２８８０（内線３１９２、３１９３）
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